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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ワンチップ上に、半導体素子と、前記ワンチップの温度上昇を検出する温度検出回路と
、前記温度検出回路の検出出力に基づいて前記半導体素子の入力を遮断する遮断回路とが
搭載された過熱保護機能付き半導体装置を制御する過熱保護機能付き半導体装置の制御回
路であって、
　外部から供給される信号に基づいて駆動電圧を前記過熱保護機能付き半導体装置に印加
する駆動回路と、
　前記過熱保護機能付き半導体装置に流れる駆動電流が予め設定されたしきい値電流を超
えた場合に検知信号を出力する電流検知回路とを備え、
　前記駆動回路は、前記遮断回路が前記半導体素子の入力を遮断した場合には、前記半導
体素子をオフするとともに、前記駆動電流が前記しきい値電流を超えるように、前記駆動
電圧を所定の電圧に変化させ、前記電流検知回路から前記検知信号が出力されている間は
、前記駆動電圧を前記所定の電圧に保持する
　ことを特徴とする過熱保護機能付き半導体装置の制御回路。
【請求項２】
　前記駆動回路は、電源が遮断された場合又は外部からリセット信号が供給された場合に
は前記過熱保護機能付き半導体装置への前記駆動電圧の印加を停止することを特徴とする
請求項１記載の過熱保護機能付き半導体装置の制御回路。
【請求項３】
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　前記電流検知回路は、前記検知信号を外部に出力可能に構成されていることを特徴とす
る請求項１又は２に記載の過熱保護機能付き半導体装置の制御回路。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、例えば、自動車のランプを駆動するために用いられる大電力用半導体素子の
過熱による破壊を防止する過熱保護機能付き半導体装置の制御回路に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来の過熱保護機能付き半導体装置の制御回路には、過熱保護機能付き半導体装置と、
出力状態検出手段と、制御手段とを備えたものがある。過熱保護機能付き半導体装置は、
ＭＯＳＦＥＴ等の半導体素子、温度検出回路、ラッチ回路及びゲート遮断回路がワンチッ
プ上に搭載されて構成されている。温度検出回路は、ワンチップの温度上昇を検出しラッ
チ回路に供給する。ラッチ回路は、温度検出回路の検出出力をラッチする。ゲート遮断回
路は、ラッチ回路の出力により制御され、半導体素子のゲート入力を遮断する。出力状態
検出手段は、上記過熱保護機能付き半導体装置の出力状態を検出する。
【０００３】
　制御手段は、ＣＰＵ（中央処理装置）等からなり、上記半導体素子にＰＷＭ（Pulse Wi
dth Modulation）制御信号を供給するとともに、ＰＷＭ制御信号の立ち上がり時間プラス
所定の時間ごとの監視タイミングで、定期的に上記出力状態検出手段の検出出力を監視し
ている。制御手段は、上記出力状態検出手段の検出出力の論理１，０と上記ＰＷＭ制御信
号の論理１，０とを比較することにより、上記出力状態検出手段の検出出力の論理が上記
ＰＷＭ制御信号の論理と異なっている状態が所定回数又は所定時間の間継続して発生した
場合は、上記半導体素子への上記ＰＷＭ制御信号の供給を停止するように制御する（例え
ば、特許文献１参照。）。
【０００４】
【特許文献１】特許第３５８５１０５号公報（請求項１，［０００２］～［００１２］，
［００２４］～［００３３］、図１）
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　上記した従来の過熱保護機能付き半導体装置の制御回路では、過熱保護機能付き半導体
装置からこれを監視する専用の制御手段まで引き回された配線により半導体素子の出力端
子電圧を制御手段に供給し、制御手段でこの半導体素子の出力端子電圧を測定することに
より、過熱保護機能付き半導体装置の過熱遮断状態を検出している。従って、回路が複雑
化及び大型化し、ひいては過熱保護機能付き半導体装置の制御回路が高価になるという問
題があった。
【０００６】
　また、上記した従来の過熱保護機能付き半導体装置の制御回路では、上記半導体素子へ
の上記ＰＷＭ制御信号の供給を停止するか否かを判断するために、上記半導体素子への上
記ＰＷＭ制御信号の供給と保護動作を数回繰り返しているので、上記半導体素子の過熱に
よる劣化がわずかながらも進行してしまうという問題があった。
　さらに、上記した従来の過熱保護機能付き半導体装置の制御回路では、半導体素子が過
熱遮断していないのに、外乱ノイズにより制御手段が誤動作して半導体素子への上記ＰＷ
Ｍ制御信号の供給を停止するように制御しまうおそれがある。この結果、負荷に負荷電流
が流れなくなり、負荷が例えば、ランプの場合、点灯しなくなるという問題があった。
【０００７】
　本発明は、上述した事情に鑑みてなされたものであり、上述のような課題を解決するこ
とができる過熱保護機能付き半導体装置の制御回路を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
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【０００８】
　上記課題を解決するために、請求項１記載の発明に係る過熱保護機能付き半導体装置の
制御回路は、ワンチップ上に、半導体素子と、前記ワンチップの温度上昇を検出する温度
検出回路と、前記温度検出回路の検出出力に基づいて前記半導体素子の入力を遮断する遮
断回路とが搭載された過熱保護機能付き半導体装置を制御する過熱保護機能付き半導体装
置の制御回路に係り、外部から供給される信号に基づいて駆動電圧を前記過熱保護機能付
き半導体装置に印加する駆動回路と、前記過熱保護機能付き半導体装置に流れる駆動電流
が予め設定されたしきい値電流を超えた場合に検知信号を出力する電流検知回路とを備え
、前記駆動回路は、前記遮断回路が前記半導体素子の入力を遮断した場合には、前記半導
体素子をオフするとともに、前記駆動電流が前記しきい値電流を超えるように、前記駆動
電圧を所定の電圧に変化させ、前記電流検知回路から前記検知信号が出力されている間は
、前記駆動電圧を前記所定の電圧に保持することを特徴としている。
【０００９】
　また、請求項２記載の発明は、請求項１記載の過熱保護機能付き半導体装置の制御回路
に係り、前記駆動回路は、電源が遮断された場合又は外部からリセット信号が供給された
場合には前記過熱保護機能付き半導体装置への前記駆動電圧の印加を停止することを特徴
としている。
【００１０】
　また、請求項３記載の発明は、請求項１又は２に記載の過熱保護機能付き半導体装置の
制御回路に係り、前記電流検知回路は、前記検知信号を外部に出力可能に構成されている
ことを特徴としている。
【発明の効果】
【００１１】
　本発明によれば、過熱保護機能付き半導体装置を監視する専用の制御手段は必要なく、
過熱保護機能付き半導体装置からこの制御手段まで引き回す配線も必要ない。従って、回
路が簡単かつ小型に構成することができ、ひいては過熱保護機能付き半導体装置の制御回
路を安価に作製することができる。また、半導体素子の過熱による劣化を最小限に抑える
ことができ、半導体素子の信頼性を高めることができる。さらに、外乱ノイズにより電流
検知回路が仮に検知信号を出力したとしても、駆動回路は、駆動電圧を所定の電圧に保持
するので、負荷に駆動電流が流れないという不都合を回避することができる。
　このため、本発明によれば、簡単な構成で、半導体素子が破壊される可能性が大幅に軽
減されるという高い信頼性を有し、しかも確実に動作する過熱保護機能付き半導体装置の
制御回路を提供することができる。従って、過熱保護機能付き半導体装置が例えば、車両
のランプ駆動のために利用された場合は、車両火災を防止することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１２】
実施の形態１．
　図１は、本発明の実施の形態１に係る過熱保護機能付き半導体装置４の制御回路の構成
を示すブロック図である。この例の過熱保護機能付き半導体装置４の制御回路は、オアゲ
ート１と、電流検知回路２と、駆動回路３と、過熱保護機能付き半導体装置４とから概略
構成されている。
【００１３】
　オアゲート１は、外部から供給されるＰＷＭ信号（”Ｈ”レベル又は”Ｌ”レベル）と
、電流検知回路２から供給される検知信号（”Ｈ”レベル又は”Ｌ”レベル）との論理和
をとった論理値（”Ｈ”レベル又は”Ｌ”レベル）を駆動回路３に供給する。電流検知回
路２は、ＶＰ電源から駆動回路３を経て過熱保護機能付き半導体装置４に流れる駆動電流
が予め設定されたしきい値電流を超えた場合、”Ｈ”レベルの検知信号ＶＤＥＣを出力す
る。
【００１４】
　駆動回路３は、オアゲート１から供給される論理値を増幅して駆動電圧を過熱保護機能
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付き半導体装置４に印加する。また、駆動回路３は、ＶＰ電源が遮断された場合には過熱
保護機能付き半導体装置４への駆動電圧の印加を停止する。過熱保護機能付き半導体装置
４は、半導体装置、温度検出回路及び遮断回路等がワンチップ上に搭載されて構成されて
いる。過熱保護機能付き半導体装置４は、駆動回路３から駆動電圧が印加されることによ
り、負荷５に負荷電流を供給する。
【００１５】
　図２は、図１に示す過熱保護機能付き半導体装置４の制御回路のブロック図を具体的に
実現した回路図である。この例の過熱保護機能付き半導体装置４の制御回路は、Ｎチャン
ネルＭＯＳＦＥＴ２４を負荷５であるランプ１１の上流側に設けた装置（ハイ・サイド・
スイッチング装置）である。また、この例の過熱保護機能付き半導体装置４の制御回路は
、例えば、自動車に搭載されるものであり、図１に示す負荷５として、図２では、例えば
、ターンシグナルを示すウインカ（フラッシャ）に利用されるランプ１１を示している。
【００１６】
　さらに、図２では、自動車の運転者がスイッチ１２を操作することにより、ＥＣＵ（El
ectronic Control Unit）１３から出力されるＰＷＭ信号が供給される。このＰＷＭ信号
は、デューティ比が予め設定されている。ＥＣＵは、自動車のエンジンの燃料噴射量や点
火時期等を決定してエンジンを制御したり、オートマチック・トランスミッションやトラ
クションコントロールなどを制御するものである。ＰＷＭ信号は、デューティ比が予め設
定されている。この実施の形態１においては、従来必要であった過熱保護機能付き半導体
装置の制御回路専用のＣＰＵが不要である。
【００１７】
　図２において、抵抗Ｒ１及びＲ２は、図１に示すオアゲート１を構成している。ＰＮＰ
型のトランジスタＱ１、抵抗Ｒ３及びＲ４は、図１に示す電流検知回路２を構成している
。ＮＰＮ型のトランジスタＱ２、ＰＮＰ型のトランジスタＱ３～Ｑ５、抵抗Ｒ５～Ｒ１４
及びダイオードＤ１は、図１に示す駆動回路３を構成している。ダイオードＤ１は、トラ
ンジスタＱ５のベースを保護するために設けられている。
【００１８】
　温度検出回路２１、ラッチ回路２２、ゲート遮断回路２３、ＮチャンネルのＭＯＳＦＥ
Ｔ２４及びゲート抵抗Ｒ２１は、図１に示す過熱保護機能付き半導体装置４を構成してい
る。温度検出回路２１、ラッチ回路２２、ゲート遮断回路２３、ＭＯＳＦＥＴ２４及びゲ
ート抵抗Ｒ２１は、ワンチップ上に搭載されている。
【００１９】
　温度検出回路２１は、過熱保護機能付き半導体装置４のソース端子ＳとＭＯＳＦＥＴ２
４のソースとの間に接続され、ワンチップの温度上昇を検出しラッチ回路２２に供給する
。ラッチ回路２２は、温度検出回路２１の検出出力をラッチする。ゲート遮断回路２３は
、ＭＯＳＦＥＴ２４のゲートとソースとの間に接続され、ラッチ回路２２の出力により制
御されてオンし、ＭＯＳＦＥＴ２４のゲートとソースとの間を短絡することによりゲート
入力を遮断する。ゲート抵抗Ｒ２１は、ＭＯＳＦＥＴ２４のゲートと過熱保護機能付き半
導体装置４のゲート端子Ｇとの間に接続されている。ＭＯＳＦＥＴ２４は、ドレインがＶ
Ｂ電圧が印加された過熱保護機能付き半導体装置４のドレイン端子Ｄに接続され、ソース
が過熱保護機能付き半導体装置４のソース端子Ｓに接続されている。過熱保護機能付き半
導体装置４の過熱保護機能は、温度検出回路２１と、ラッチ回路２２と、ゲート遮断回路
２３と、ゲート抵抗Ｒ２１との協動により行われる。
【００２０】
　次に、上記構成を有する過熱保護機能付き半導体装置４の制御回路の動作について、図
３に示す波形図を参照して説明する。図３（２）において、Ｉｔｈは、電流検知回路２が
ＭＯＳＦＥＴ２４の過熱による遮断を検知するためのしきい値電流である。また、ＶＰ電
圧は１２Ｖ、ＶＢ電圧は２２Ｖ、抵抗Ｒ４、抵抗Ｒ１４及びゲート抵抗Ｒ２１の抵抗値は
それぞれ１．２ｋΩ、１０ｋΩ、１０ｋΩであるとする。
【００２１】
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　通常動作状態では、ＥＣＵ１３から図３（１）に示すＰＷＭ信号が供給されると、オア
ゲート１を構成する抵抗Ｒ１と抵抗Ｒ２との接続点にＰＷＭ信号がそのまま出現する。Ｐ
ＷＭ信号の論理が”Ｈ”レベルの場合には、トランジスタＱ２がオンするので、トランジ
スタＱ２のコレクタ電圧が”Ｌ”レベルとなり、トランジスタＱ３及びＱ４が同時にオン
する。これにより、トランジスタＱ５のベース電圧が上昇してトランジスタＱ５がオフす
るとともに、ＶＰ電源から抵抗Ｒ４、トランジスタＱ４のエミッタ及びコレクタ並びに抵
抗Ｒ１４の経路を経てゲート電流ＩＧが流れ（図３（２）参照）、過熱保護機能付き半導
体装置４においてゲート抵抗Ｒ２１を経てＭＯＳＦＥＴ２４のゲート容量ＣＧＳ及びＣＧ
Ｄが充電される。
【００２２】
　この充電が続けられると、ＭＯＳＦＥＴ２４のゲート・ソース間電圧ＶＧＳが上昇して
いき、しきい電圧を超えると、ＭＯＳＦＥＴ２４がオンする。これにより、過熱保護機能
付き半導体装置４のゲート端子Ｇにおける電圧ＶＧは、図３（３）に示すように、約２２
Ｖに上昇し、過熱保護機能付き半導体装置４のソース端子Ｓにおける電圧ＶＳも、図３（
５）に示すように、約１２Ｖに上昇する。これに伴って、負荷５、今の場合、ランプ１１
に負荷電流が流れる。
【００２３】
　ＭＯＳＦＥＴ２４がターンオンした初期には、図３（２）に示すように、数μ秒～数十
μ秒の間、約１ｍＡ程度のゲート電流ＩＧがＭＯＳＦＥＴ２４のゲートに流れる。この約
１ｍＡ程度のゲート電流ＩＧは、上記した電流検知回路２がＭＯＳＦＥＴ２４の過熱によ
る遮断を検知するためのしきい値電流Ｉｔｈを超えている。このゲート電流ＩＧが流れる
期間は、電流検知回路２を構成する抵抗Ｒ４における電圧降下がトランジスタＱ１のベー
ス・エミッタ間電圧ＶＢＥである約０．７Ｖ以上になり、トランジスタＱ１がオンし、ト
ランジスタＱ１のコレクタにＶＰ電圧（”Ｈ”レベル）が出現する。即ち、図３（４）に
示すように、電流検知回路２から”Ｈ”レベルの検知信号ＶＤＥＣが出力される。しかし
、このゲート電流ＩＧが流れる期間では、上記したように、ＰＷＭ信号の論理が”Ｈ”レ
ベルであるので、オアゲート１を構成する抵抗Ｒ１と抵抗Ｒ２との接続点は、”Ｈ”レベ
ルのままであり、ＭＯＳＦＥＴ２４のオン動作には何ら影響を及ぼさない。
【００２４】
　一方、通常動作状態において、図３（１）に示すＰＷＭ信号の論理が”Ｌ”レベルの場
合には、トランジスタＱ２がオフするので、トランジスタＱ２のコレクタ電圧がＶＰ電圧
となり、トランジスタＱ３及びＱ４が同時にオフする。これにより、トランジスタＱ５の
ベースが抵抗Ｒ１１及びＲ１２を介してグランドにプルダウンされるので、トランジスタ
Ｑ５がオンし、トランジスタＱ５のエミッタの電位が、ｐｎ接合の順方向電圧、即ち、約
０．７Ｖ（”Ｌ”レベル）となる。従って、ＭＯＳＦＥＴ２４のゲートからゲート抵抗Ｒ
２１、抵抗Ｒ１４、トランジスタＱ５のエミッタ及びコレクタの経路を経て放電電流が流
れ（図３（２）参照）、グランドへとＭＯＳＦＥＴ２４のゲートに充電された電荷が放電
される。
【００２５】
　この放電が続けられると、ＭＯＳＦＥＴ２４のゲート・ソース間電圧ＶＧＳが下降して
いき、しきい電圧を下回ると、ＭＯＳＦＥＴ２４がオフする。これにより、過熱保護機能
付き半導体装置４のゲート端子Ｇにおける電圧ＶＧは、図３（３）に示すように、約０Ｖ
に下降し、過熱保護機能付き半導体装置４のソース端子Ｓにおける電圧ＶＳも、図３（５
）に示すように、約０Ｖに下降する。これに伴って、負荷５、今の場合、ランプ１１に負
荷電流が流れなくなる。
【００２６】
　なお、ＰＷＭ信号の論理が”Ｌ”レベルの場合には、電流検知回路２を構成する抵抗Ｒ
４における電圧降下がトランジスタＱ１のベース・エミッタ間電圧ＶＢＥである約０．７
Ｖを超えることはないので、トランジスタＱ１がオフのままであり、図３（４）に示すよ
うに、電流検知回路２から”Ｌ”レベルの検知信号ＶＤＥＣが出力されたままである。従
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って、オアゲート１を構成する抵抗Ｒ１と抵抗Ｒ２との接続点は、”Ｌ”レベルのままで
あり、ＭＯＳＦＥＴ２４のオフ動作には何ら影響を及ぼさない。
　以上説明した動作が繰り返されることにより、ランプ１１は、供給されたＰＷＭ信号に
基づいて点滅点灯するように駆動される。
【００２７】
　以上説明した動作中であって、ＰＷＭ信号の論理が”Ｈ”レベルである間に、負荷５で
あるランプ１１に短絡等の異常状態が発生すると、ＭＯＳＦＥＴ２４のドレイン・ソース
間に大電流が流れ、それによりチップの温度が上昇する。このチップの温度上昇が温度検
出回路２１により検出されるので、温度検出回路２１の検出出力がラッチ回路２２でラッ
チされた後、ゲート遮断回路２３に供給される。ゲート遮断回路２３は、ラッチ回路２２
の出力により制御されてオンし、ゲート入力を遮断するように保護動作する（図３の時刻
ｔ０）。
【００２８】
　ゲート遮断回路２３がオンすると、ＭＯＳＦＥＴ２４のゲートとソースとの間が短絡さ
れるので、ゲート電流ＩＧは、ＶＰ電源から抵抗Ｒ４、トランジスタＱ４のエミッタ及び
コレクタ、抵抗Ｒ１４、ゲート抵抗Ｒ２１及びゲート遮断回路２３の経路を経て流れる。
今の場合、ＶＰ電圧は１２Ｖ、ＶＢ電圧は２２Ｖ、抵抗Ｒ４、抵抗Ｒ１４及びゲート抵抗
Ｒ２１の抵抗値はそれぞれ１．２ｋΩ、１０ｋΩ、１０ｋΩである。従って、図３（２）
に示すように、ゲート電流ＩＧは、約１ｍＡ程度流れ、図３（３）に示すように、過熱保
護機能付き半導体装置４のゲート端子Ｇにおける電圧ＶＧは、約２２Ｖから約１０Ｖ（＝
約１ｍＡ×１０ｋΩ）に下降する。
【００２９】
　過熱保護機能付き半導体装置４のゲート端子Ｇにおける電圧ＶＧが約２２Ｖから約１０
Ｖに下降することにより、ＭＯＳＦＥＴ２４のゲートに充電された電荷が放電されるので
、ＭＯＳＦＥＴ２４がオフする。これにより、図３（５）に示すように、過熱保護機能付
き半導体装置４のソース端子Ｓにおける電圧ＶＧが約１２Ｖから約０Ｖに下降するので、
ＭＯＳＦＥＴ２４のドレイン・ソース間には大電流が流れなくなり、チップの温度が下降
する。この結果、温度上昇によるＭＯＳＦＥＴ２４の破壊が防止される。
【００３０】
　このとき、電流検知回路２を構成する抵抗Ｒ４に約１ｍＡ程度のゲート電流ＩＧが流れ
るので、この抵抗Ｒ４における電圧降下がトランジスタＱ１のベース・エミッタ間電圧Ｖ

ＢＥである約０．７Ｖ以上（約１．２Ｖ）になり、トランジスタＱ１がオンし、トランジ
スタＱ１のコレクタにＶＰ電圧（”Ｈ”レベル）が出現する。即ち、図３（４）に示すよ
うに、電流検知回路２から”Ｈ”レベルの検知信号ＶＤＥＣが出力される。
【００３１】
　このような状態において、ＰＷＭ信号の論理が”Ｈ”レベルから”Ｌ”レベルに変化し
た場合、オアゲート１を構成する抵抗Ｒ２の一端には電流検知回路２から”Ｈ”レベルの
検知信号ＶＤＥＣが印加されているので、オアゲート１を構成する抵抗Ｒ１と抵抗Ｒ２と
の接続点は、”Ｈ”レベルのままである。従って、駆動回路３を構成する、トランジスタ
Ｑ２～Ｑ４がオンしたままであって、トランジスタＱ５がオフしたままである。このため
、過熱保護機能付き半導体装置４には、図３（２）に示すように、約１ｍＡ程度のゲート
電流ＩＧが流れ続け、ゲート端子Ｇにおける電圧ＶＧは、図３（３）に示すように、約１
０Ｖのままである。即ち、過熱保護機能付き半導体装置４は、遮断動作を維持する。
　これ以降、ＰＷＭ信号の論理が”Ｌ”レベルから”Ｈ”レベル及び”Ｈ”レベルから”
Ｌ”レベルに変化しても、オアゲート１、電流検知回路２及び駆動回路３が以上説明した
動作を行うので、過熱保護機能付き半導体装置４は、遮断動作を維持する。
【００３２】
　なお、ＰＷＭ信号の論理が”Ｌ”レベルである間に過熱保護機能付き半導体装置４が外
部から熱せられてチップの温度が上昇する場合がある。しかし、このチップの温度が温度
検出回路２１により検出される過熱しきい値を超えたとしても、過熱保護機能付き半導体
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装置４のゲート端子Ｇにおける電圧ＶＧは、約０．７Ｖのままである。従って、過熱保護
機能付き半導体装置４の内部回路である温度検出回路２１、ラッチ回路２２及びゲート遮
断回路２３は、それぞれ動作を停止したままである。
【００３３】
　そして、チップの温度が温度検出回路２１により検出される過熱しきい値を超えている
状態において、ＰＷＭ信号の論理が”Ｈ”レベルとなると、チップの温度が温度検出回路
２１により検出される。これにより、温度検出回路２１の検出出力がラッチ回路２２でラ
ッチされた後、ゲート遮断回路２３に供給される。ゲート遮断回路２３は、ラッチ回路２
２の出力により制御されてオンし、ゲート入力を遮断するように保護動作する。
【００３４】
　以上説明した過熱保護機能付き半導体装置４の遮断動作を解除するためには、ＶＰ電圧
をトランジスタＱ３及びＱ４のしきい電圧よりも低くすれば良い。ＶＰ電圧がトランジス
タＱ３及びＱ４のしきい電圧よりも低くなると、トランジスタＱ３及びＱ４がオフする。
トランジスタＱ４がオフするとゲート電流ＩＧが流れなくなる。一方、トランジスタＱ３
がオフするとトランジスタＱ５のベースが抵抗Ｒ１１及びＲ１２を介してグランドにプル
ダウンされる。
【００３５】
　トランジスタＱ４のオフ及びトランジスタＱ５のベースの抵抗Ｒ１１及びＲ１２を介し
たグランドへのプルダウンにより、トランジスタＱ５がオンし、トランジスタＱ５のエミ
ッタの電位は、ｐｎ接合の順方向電圧、即ち、約０．７Ｖとなる。これにより、過熱保護
機能付き半導体装置４のゲート端子Ｇにおける電圧ＶＧも、抵抗Ｒ１４を介して約０．７
Ｖにまで下降する。この結果、過熱保護機能付き半導体装置４の内部回路である温度検出
回路２１、ラッチ回路２２及びゲート遮断回路２３の動作が停止する。即ち、温度検出回
路２１では検出出力がリセットされ、ラッチ回路２２では、内部にラッチされていた温度
検出回路２１の検出出力がリセットされる。また、ラッチ回路２２がリセットされるので
、ゲート遮断回路２３は、オフし、ゲート入力の遮断動作を停止する。
【００３６】
　ここで、上記したしきい値電流Ｉｔｈの設定方法について説明する。上記したように、
ＭＯＳＦＥＴ２４がターンオンした時には、ＭＯＳＦＥＴ２４のゲート容量ＣＧＳ及びＣ
ＧＤを充電するために、ＶＰ電源から抵抗Ｒ４、トランジスタＱ４のエミッタ及びコレク
タ、抵抗Ｒ１４及び、過熱保護機能付き半導体装置４のゲート抵抗Ｒ２１を経て、ＭＯＳ
ＦＥＴ２４のゲートにゲート電流ＩＧが流れる（図３（２）参照）。この時、ゲート電流
ＩＧの一部が過熱保護機能付き半導体装置４の内部回路である温度検出回路２１、ラッチ
回路２２及びゲート遮断回路２３にも動作電流として流れる。ゲート電流ＩＧは、ピーク
時で約１ｍＡである。
【００３７】
　次に、ＭＯＳＦＥＴ２４がオンすると、ゲート電流ＩＧは、過熱保護機能付き半導体装
置４の内部では、ゲート抵抗Ｒ２１及びＭＯＳＦＥＴ２４のゲートには流れず、温度検出
回路２１、ラッチ回路２２及びゲート遮断回路２３に動作電流として流れるだけである。
この場合のゲート電流ＩＧは、約５０μＡである。
【００３８】
　一方、過熱保護機能付き半導体装置４が遮断動作を行った場合には、ゲート遮断回路２
３がオンしてＭＯＳＦＥＴ２４のゲートとソースとの間を短絡させる。従って、ゲート電
流ＩＧは、ＶＰ電源から抵抗Ｒ４、トランジスタＱ４のエミッタ及びコレクタ並びに抵抗
Ｒ１４の経路を経て過熱保護機能付き半導体装置４の内部に流れ、ゲート抵抗Ｒ２１及び
ゲート遮断回路２３の経路と、温度検出回路２１、ラッチ回路２２及びゲート遮断回路２
３の経路とをそれぞれ経て流れる。この場合のゲート電流ＩＧは、電流検知回路２の抵抗
分とゲート抵抗Ｒ２１との合成抵抗から定まり、約１ｍＡである。
【００３９】
　以上のことから、しきい値電流Ｉｔｈは、原則的には、約５０μＡと約１ｍＡとの間で



(8) JP 4732191 B2 2011.7.27

10

20

30

40

50

設定すれば良く、例えば、５００μＡでも良い。ここで、ＶＰ電圧を１２Ｖ、抵抗Ｒ４を
１．２ｋΩとした場合のしきい値電流Ｉｔｈの値を具体的に検討する。ベース・エミッタ
間電圧ＶＢＥが約０．６５Ｖ以上である場合にトランジスタＱ１がオンすると仮定すると
、電流検知回路２がＭＯＳＦＥＴ２４の過熱による遮断を検知するためには、ゲート電流
ＩＧは、５４０μＡ（＝０．６５Ｖ／１．２ｋΩ）だけ流れる必要がある。このゲート電
流ＩＧには、トランジスタＱ４のベース電流も含まれ、これを４０μＡと仮定すると、真
のしきい値電流Ｉｔｈは、５００μＡとなる。
【００４０】
　このように、本発明の実施の形態１によれば、オアゲート１、電流検知回路２及び駆動
回路３を設け、外部から供給されるＰＷＭ信号と、過熱保護機能付き半導体装置４に供給
されるゲート電流ＩＧが予め設定されたしきい値電流Ｉｔｈを超えた場合に”Ｈ”レベル
となる検知信号ＶＤＥＣとに基づいて、駆動回路３が過熱保護機能付き半導体装置４にゲ
ート電圧ＶＧを印加している。また、駆動回路３は、ＶＰ電源が遮断された場合には過熱
保護機能付き半導体装置４へのゲート電圧ＶＧの印加を停止している。
【００４１】
　従って、本発明の実施の形態１によれば、上記特許文献１に記載された従来の過熱保護
機能付き半導体装置の制御回路のような、過熱保護機能付き半導体装置を監視する専用の
制御手段は必要なく、過熱保護機能付き半導体装置からこの制御手段まで引き回す配線も
必要ない。従って、回路が簡単かつ小型に構成することができ、ひいては過熱保護機能付
き半導体装置の制御回路を安価に作製することができる。
【００４２】
　また、本発明の実施の形態１によれば、ゲート遮断回路２３が一旦保護動作をすれば、
ＭＯＳＦＥＴ２４をオンしないので、ＭＯＳＦＥＴ２４の過熱による劣化を最小限に抑え
ることができ、ＭＯＳＦＥＴ２４の信頼性を高めることができる。さらに、本発明の実施
の形態１によれば、ＭＯＳＦＥＴ２４が過熱遮断していないのに、外乱ノイズにより電流
検知回路２が仮に”Ｈ”レベルの検知信号ＶＤＥＣを出力したとしても、駆動回路３は、
過熱保護機能付き半導体装置４のゲート端子Ｇにおける電圧ＶＧを約１０Ｖに保持するの
で、ランプ１１が点灯しなくなるという不都合を回避することができる。
【００４３】
　このため、本発明の実施の形態１によれば、簡単な構成で、ＭＯＳＦＥＴ２４が破壊さ
れる可能性が大幅に軽減されるという高い信頼性を有し、しかも確実に動作する過熱保護
機能付き半導体装置の制御回路を提供することができる。従って、過熱保護機能付き半導
体装置４が例えば、車両のランプ駆動のために利用された場合は、車両火災を防止するこ
とができる。
【００４４】
実施の形態２．
　図４は、本発明の実施の形態２に係る過熱保護機能付き半導体装置４の制御回路の構成
を示す回路図である。図４において、図２の各部に対応する部分には同一の符号を付け、
その説明を省略する。図４に示す過熱保護機能付き半導体装置４の制御回路が図２に示す
過熱保護機能付き半導体装置４の制御回路と異なる点は、ランプ１１がＶＢ電源と過熱保
護機能付き半導体装置４のドレイン端子Ｄとの間に介挿されている点である。なお、この
例における過熱保護機能付き半導体装置４の制御回路の動作については、上述した実施の
形態１の場合と略同様であるので、その説明を省略する。
【００４５】
　このように、本発明の実施の形態２によれば、本発明は、ＮチャンネルＭＯＳＦＥＴ２
４を負荷であるランプ１１の下流側に設けた装置（ロー・サイド・スイッチング装置）に
もそのまま適用することができる。
【００４６】
実施の形態３．
　図５は、本発明の実施の形態３に係る過熱保護機能付き半導体装置６の制御回路の構成
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を示す回路図である。図５において、図２の各部に対応する部分には同一の符号を付け、
その説明を省略する。この例の過熱保護機能付き半導体装置６の制御回路は、Ｐチャンネ
ルＭＯＳＦＥＴ３４を負荷であるランプ１１の上流側に設けた装置（ハイ・サイド・スイ
ッチング装置）である。また、この例の過熱保護機能付き半導体装置６の制御回路は、例
えば、自動車に搭載されるものであり、負荷として、図５では、例えば、ターンシグナル
を示すウインカ（フラッシャ）に利用されるランプ１１を示している。
【００４７】
　図５において、抵抗Ｒ３１及びＰＮＰ型のトランジスタＱ１１は、オアゲートを構成し
ている。ＰＮＰ型のトランジスタＱ１１、抵抗Ｒ３２及びＲ３３は、電流検知回路を構成
している。ＮＰＮ型のトランジスタＱ１２～Ｑ１５、抵抗Ｒ３４～Ｒ４３及びダイオード
Ｄ２は、駆動回路を構成している。ダイオードＤ２は、トランジスタＱ１４のベースを保
護するために設けられている。
【００４８】
　温度検出回路３１、ラッチ回路３２、ゲート遮断回路３３、ＰチャンネルのＭＯＳＦＥ
Ｔ３４及びゲート抵抗Ｒ５１は、過熱保護機能付き半導体装置６を構成している。温度検
出回路３１、ラッチ回路３２、ゲート遮断回路３３、ＭＯＳＦＥＴ３４及びゲート抵抗Ｒ
５１は、ワンチップ上に搭載されている。
【００４９】
　温度検出回路３１は、過熱保護機能付き半導体装置６のゲート端子ＧとＭＯＳＦＥＴ３
４のソースとの間に接続され、ワンチップの温度上昇を検出しラッチ回路３２に供給する
。ラッチ回路３２は、温度検出回路３１の検出出力をラッチする。ゲート遮断回路３３は
、ＭＯＳＦＥＴ３４のゲートとソースとの間に接続され、ラッチ回路３２の出力により制
御されてオンし、ＭＯＳＦＥＴ３４のゲートとソースとの間を短絡することによりゲート
入力を遮断する。ゲート抵抗Ｒ５１は、ＭＯＳＦＥＴ３４のゲートと過熱保護機能付き半
導体装置６のゲート端子Ｇとの間に接続されている。ＭＯＳＦＥＴ３４は、ドレインがＶ
Ｂ電圧が印加された過熱保護機能付き半導体装置６のドレイン端子Ｄに接続され、ソース
が過熱保護機能付き半導体装置６のソース端子Ｓに接続されている。過熱保護機能付き半
導体装置６の過熱保護機能は、温度検出回路３１と、ラッチ回路３２と、ゲート遮断回路
３３と、ゲート抵抗Ｒ５１との協動により行われる。
【００５０】
　次に、上記構成を有する過熱保護機能付き半導体装置６の制御回路の動作の概略につい
て説明する。通常動作状態では、ＰＷＭ信号の論理が”Ｌ”レベルの場合、トランジスタ
Ｑ１２がオフするので、トランジスタＱ１３及びＱ１５が同時にオンするとともに、トラ
ンジスタＱ１４がオフする。これにより、過熱保護機能付き半導体装置６を構成するＭＯ
ＳＦＥＴ３４のゲートからゲート抵抗Ｒ５１、抵抗Ｒ４３、トランジスタＱ５のコレクタ
及びエミッタ並びに抵抗Ｒ３３の経路を経てゲート電流ＩＧが流れ、ＭＯＳＦＥＴ３４が
オンする。これに伴って、ランプ１１に負荷電流が流れる。
【００５１】
　一方、通常動作状態において、ＰＷＭ信号の論理が”Ｈ”レベルの場合には、トランジ
スタＱ１２がオンするので、トランジスタＱ１３及びＱ１５が同時にオフするとともに、
トランジスタＱ１４がオンする。これにより、ＶＰ電源からトランジスタＱ１４のコレク
タ及びエミッタ並びに抵抗Ｒ４３の経路を経てゲート電流ＩＧが流れ、ＭＯＳＦＥＴ３４
がオフする。これに伴って、ランプ１１に負荷電流が流れなくなる。
　以上説明した動作が繰り返されることにより、ランプ１１は、供給されたＰＷＭ信号に
基づいて点滅点灯するように駆動される。
【００５２】
　ＰＷＭ信号の論理が”Ｌ”レベルである間にランプ１１に短絡等の異常状態が発生する
と、ＭＯＳＦＥＴ３４のソース・ドレイン間に大電流が流れ、それによりチップの温度が
上昇する。このチップの温度上昇が温度検出回路３１により検出されるので、温度検出回
路３１の検出出力がラッチ回路３２でラッチされた後、ゲート遮断回路３３に供給される
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。ゲート遮断回路３３は、ラッチ回路３２の出力により制御されてオンし、ゲート入力を
遮断するように保護動作する。
【００５３】
　ゲート遮断回路３３がオンすると、ＭＯＳＦＥＴ３４のゲートとソースとの間が短絡さ
れるので、ゲート電流ＩＧは、ＶＢ電源からＭＯＳＦＥＴ３４のソース及びゲート、ゲー
ト抵抗Ｒ５１、抵抗Ｒ４３、トランジスタＱ１５のコレクタ及びエミッタ及び抵抗Ｒ３３
の経路を経て流れる。これにより、過熱保護機能付き半導体装置６のゲート端子Ｇにおけ
る電圧ＶＧは、上昇する。
【００５４】
　過熱保護機能付き半導体装置６のゲート端子Ｇにおける電圧ＶＧが上昇することにより
、ＭＯＳＦＥＴ３４がオフするので、ＭＯＳＦＥＴ２４のドレイン・ソース間には大電流
が流れなくなり、チップの温度が下降する。この結果、温度上昇によるＭＯＳＦＥＴ３４
の破壊が防止される。
【００５５】
　このとき、電流検知回路を構成する抵抗Ｒ３３に流れるゲート電流ＩＧは、電流検知回
路がＭＯＳＦＥＴ３４の過熱による遮断を検知するためのしきい値電流を超えるものであ
る。従って、トランジスタＱ１１がオンし、抵抗Ｒ３１と抵抗Ｒ３４との接続点をプルダ
ウンする。
【００５６】
　このような状態において、ＰＷＭ信号の論理が”Ｌ”レベルから”Ｈ”レベルに変化し
た場合、抵抗Ｒ３１と抵抗Ｒ３４との接続点はトランジスタＱ１１によりプルダウンされ
ているので、抵抗Ｒ３１と抵抗Ｒ３４との接続点は、”Ｌ”レベルのままである。従って
、トランジスタＱ１２及びＱ１４がオフしたままであって、トランジスタＱ１３及びＱ１
５がオンしたままである。このため、過熱保護機能付き半導体装置６には、上記しきい値
電流を超えるゲート電流ＩＧが流れ続け、過熱保護機能付き半導体装置６は、遮断動作を
維持する。これ以降、ＰＷＭ信号の論理が”Ｈ”レベルから”Ｌ”レベル及び”Ｌ”レベ
ルから”Ｈ”レベルに変化しても、以上説明した動作が行われるので、過熱保護機能付き
半導体装置６は、遮断動作を維持する。
【００５７】
　このように、本発明の実施の形態３によれば、本発明は、ＰチャンネルＭＯＳＦＥＴ３
４を負荷であるランプ１１の上流側に設けた装置（ハイ・サイド・スイッチング装置）に
も適用することができる。
【００５８】
実施の形態４．
　上述の各実施の形態では、過熱保護機能付き半導体装置がラッチ回路を有する例を示し
たが、これに限定されない。本発明は、例えば、図６に示すように、図２に示すラッチ回
路２２に換えて、温度検出回路４１が検出する温度のしきい値を切り替えるしきい値切替
回路４２を有し、温度検出回路４１が検出する温度が１５０℃以上である場合にゲート遮
断回路４３が遮断動作を行うが、温度検出回路４１が検出する温度が１２０℃以下となっ
た場合にゲート遮断回路４３が遮断動作を解除するような自動復帰型の過熱保護機能付き
半導体装置７にも適用することができる。
【００５９】
　この場合、過熱保護機能付き半導体装置７において遮断動作を行っている間は、外部か
らＰＷＭ信号が供給されても過熱保護機能付き半導体装置７は遮断動作を維持するが、こ
の遮断動作によりチップの温度が低下してゲート遮断回路４３が遮断動作を解除した場合
には、ランプ１１は、外部から供給されるＰＷＭ信号に基づいて点滅点灯するように駆動
される。即ち、上述した実施の形態１において説明した、ＶＰ電圧をトランジスタＱ３及
びＱ４のしきい電圧よりも低くする等の過熱保護機能付き半導体装置７の遮断動作を解除
する動作が不要となる。
【００６０】
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　以上、本発明の実施の形態について図面を参照して詳述してきたが、具体的な構成はこ
れらの実施の形態に限られるものではなく、本発明の要旨を逸脱しない範囲の設計の変更
等があっても本発明に含まれる。
　例えば、上述の実施の形態１において、図２に示す、トランジスタＱ２～Ｑ５、抵抗Ｒ
５～Ｒ１４及びダイオードＤ１により構成される駆動回路３の内部に、トランジスタＱ２
のベースとエミッタとの間を短絡するようなリセット回路を追加する。そして、過熱保護
機能付き半導体装置７の遮断動作を解除する際に、ＥＣＵ１３からリセット信号を供給す
る。このように構成すれば、より簡単に過熱保護機能付き半導体装置７の遮断動作を解除
することができる。
【００６１】
　また、上述の実施の形態１において、電流検知回路２の検知信号ＶＤＥＣを外部に出力
し、別の制御に用いるようにしても良い。
　また、上述の各実施の形態では、ＥＣＵ１３からＰＷＭ信号を供給する例を示したが、
これに限定されず、論理が”Ｈ”レベルと”Ｌ”レベルとの間で変化する信号であればど
のような信号を外部から供給しても良い。
　また、上述の各実施の形態では、過熱保護機能付き半導体装置を構成する半導体素子が
ＭＯＳＦＥＴである例を示したが、これに限定されない。半導体素子は、バイポーラ・ト
ランジスタであっても良い。
　また、上述の各実施の形態は、その目的及び構成等に特に矛盾や問題がない限り、互い
の技術を流用することができる。
【図面の簡単な説明】
【００６２】
【図１】本発明の実施の形態１に係る過熱保護機能付き半導体装置の制御回路の構成を示
すブロック図である。
【図２】図１に示す過熱保護機能付き半導体装置の制御回路の構成を具体的に実現した回
路図である。
【図３】図２に示す過熱保護機能付き半導体装置の制御回路の動作を説明するための波形
図である。
【図４】本発明の実施の形態２に係る過熱保護機能付き半導体装置の制御回路の構成を示
す回路図である。
【図５】本発明の実施の形態３に係る過熱保護機能付き半導体装置の制御回路の構成を示
す回路図である。
【図６】自動復帰型の過熱保護機能付き半導体装置の構成を示すブロック図である。
【符号の説明】
【００６３】
　１　オアゲート
　２　電流検知回路
　３　駆動回路
　４，６，７　過熱保護機能付き半導体装置
　５　負荷
　１１　ランプ
　１２　スイッチ
　１３　ＥＣＵ
　２１，３１，４１　温度検出回路
　２２，３２　ラッチ回路
　２３，３３，４３　ゲート遮断回路（遮断回路）
　２４，３４　ＭＯＳＦＥＴ
　４２　しきい値切替回路
　Ｄ１，Ｄ２　ダイオード
　Ｑ１～Ｑ５，Ｑ１１～Ｑ１５　トランジスタ
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　Ｒ１～Ｒ１４，Ｒ２１，Ｒ３１～Ｒ４３，Ｒ５１　抵抗

【図１】 【図２】
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